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別紙

［ 審 査 基 準 ］

◯過疎地域自立促進特別措置法の施行について

平成12年６月１日12構改Ｂ第609号 農林水産事務次官依命通知

最終改正 平成17年４月１日16農振第2247号 農林水産事務次官依命通知

第３ 農林漁業金融公庫からの資金の貸付けについて

２ 経営改善計画及び振興計画の認定基準について

過疎地域自立促進特別措置法第２６条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画

に関する省令（平成１２年農林水産省令第４７号）第３条第１号に掲げる基準につい

ては、以下の点に留意されたい。

（１）経営改善計画及び振興計画一般について

ア 経営改善資金及び振興資金により農林漁業用施設等を共同して導入しようとする

者等が経営改善計画及び振興計画を作成する場合にあっては、経営改善計画及び振

興計画に当該施設等の共同利用に係る管理規定又は共同利用計画が含まれるもので

あること

イ 経営改善計画及び振興計画の対象となっている農用地等を含む市町村の法第６条

に規定する過疎地域自立促進市町村計画の内容に沿った計画であること

ウ 経営改善計画及び振興計画の対象となっている過疎地域の市町村以外から雇用労

働力に依存する割合が低いこと

（２）農業に係る経営改善計画及び振興計画について

経営改善計画の作目の選択については、主産地形成の方向等を考慮したものであ

ること

（３）林業に係る経営改善計画及び振興計画について

経営改善計画について、人工造林、林道の開設、経営規模の拡大等が計画されて

いるものであること

（４）漁業に係る経営改善計画及び振興計画について

ア 経営改善計画の漁船に係る計画については、その動力化、大型化又は性能向上が

計画されたものであり、かつ、漁業調整及び水産資源保護等にも配慮されたもので

あること

イ 能率的な漁具又は漁法の導入等近代化が計画されているものであること


